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警 察 署 協 議 会 会 議 録 

行橋警察署協議会 

開催年月日時 令和４年２月９日（水）午後４時３０分から午後５時３０分まで 

開 催 場 所  行橋警察署署長室【Ｗｅｂ形式】 

 

出 席 者 

警察署協議会 

 

会長以下８名 

警 察 署 
署長、副署長、総務課長、生活安全課長、地域課長 

刑事課長、交通課長、警備課長、総務第二係長 

 議 事 概 要 

 【開会】 

ただ今から、令和３年度第４回行橋警察署協議会を開会する。 

 

【会長挨拶（要旨）】 

 新型コロナ感染拡大の影響で、今回は残念ながらウェブ形式で開催することとなった。 

 １日でも早く新型コロナウイルスの感染が収束し、従来どおりの協議会が開催できる 

ことを願っている。 

 

【署長挨拶（要旨）】 

 本日は、令和３年中の治安概況について報告した後に、複雑・多様化する来日外国人

犯罪に対し、警察署としてどう対処していくのかということについて、警備課長と刑事

課長が説明する予定である。 

質疑応答の場では、忌憚のない御意見・御要望をいただきたいと思う。 

 

【議事】 

○ 令和３年中の治安概況について  

署長が、当署管内における令和３年中の治安概況について報告した。 

○ 外国人総合対策について 

  警備課長と刑事課長が、警察としての外国人総合対策について説明した。 

【質疑応答・委員意見等】 

〇 委員から「治安概況についての報告を受けたが、体感治安としてどのように感じて

いるか。」旨の質疑があり、署長が「刑法犯発生件数の減少等からも言えるが、体感

治安は良いと感じている。」旨回答した。 

〇 委員から「管内に何人の暴力団員が居住しているのか、また、繁華街の状況はいか

がか。」旨の質疑があり、刑事課長が「具体的な人数は回答できないが、管内の繁華

街で暴力団員を暴力行為等処罰に関する法律違反で検挙している。」旨回答した。 
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○ 委員から「飲酒運転検挙の端緒は、どのようなものがあるのか。」旨の質疑があり、

交通課長が「職務質問や事故現場での検挙等がある。」旨回答した。 

○ 委員から「ＳＮＳ起因の被害児童とはどのような被害にあっているのか。」旨の質

疑があり、生活安全課長が「被害児童がＳＮＳ等を使用して出会いを求め、援助交際

等の福祉犯被害に遭っている。」旨回答した。 

○ 委員から「外国人の中には日本語が全く分からない人もいると思うが、そのような

人が困っていたらどうしたらいいのか。」旨の質疑があり、警備課長が「役場に外国

人専用の相談窓口があり、同窓口を活用していただきたい。」旨回答した。 

○ 委員から「事故関係者等が日本語の分からない外国人であった場合、どのように対

応しているのか。」旨の質疑があり、交通課長が「会社の上司等に現場に来ていただ

き、対応している。」旨回答した。 

○ 委員から「行橋警察署では代表電話の自動音声ガイダンスが試行運用されているが、

導入目的に沿った成果は得られているか。」旨の質疑があり、署長が「導入後間もな

いため検証結果は出ていないが、いたずら電話や本来警察が対応すべきでない電話が

減少傾向にあり、本来業務に注力できていると感じている。」旨回答した。 

 

【閉会】 

 以上で、令和３年度第４回行橋警察署協議会を閉会する。 

 

 

 

 

 

 


